




 軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 

使いみち 
富士見市の標識（ナンバープレート）をお持ちの方が廃車手

続きをするとき 

提出に必要な 

もの 

●軽自動車税廃車申告書兼標識返納書 

●標識（ナンバープレート） 

●標識交付証明書 

●所有者の印鑑 

※盗難によるときは 

先に警察へ盗難届を提出してください。標識（ナンバープ 

レート）の代りに盗難届を提出した警察署名・受理番号・届

出年月日を窓口で確認させていただきます。 

提出できる方 

本人または同一世帯の親族の方が申請できます。 

本人に頼まれて代理人が申請するときは、委任状及び代理人

の印鑑が必要です。 

提出先 市役所１階税務課 

手数料 手数料はかかりません。 

記入上の注意 記載要領を確認し記入してください。 

郵送提出の可否 

可 

廃車確認書の交付を希望される場合は返信用封筒（あて先を

記載し、切手を貼ったもの）を同封してください。 

問合せ先 税務課諸税係 ０４９－２５２－７１１５（直通） 
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